
JP 5275869 B2 2013.8.28

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紙葉を投入又は放出する投出部と、
　投入された前記紙葉及び放出するための紙葉を収納し、着脱自在に構成された複数の紙
葉収納体と、
　前記複数の紙葉収納体のいずれをも着脱自在な収容部と、
　前記投入された紙葉又は放出する紙葉を搬送する搬送路と、
　前記紙葉の回収又は補充時に、前記紙葉収納体の前記収容部からの抜取を許可するとと
もに、他の紙葉収納体の前記収容部への装着を許可する固定機構と、
　を有し、
　　前記搬送路は、前記投出部から取込まれる又は前記投出部に排出される前記紙葉が適
切か不適切かを鑑別する鑑別部を有し、
　前記紙葉収納体は、前記鑑別部にて不適切と鑑別された前記紙葉を繰出した前記紙葉収
納体を特定する情報を記録する記録部を有し、
　前記固定機構は、前記記録部に不適切と鑑別された紙葉を繰出した情報が記録されてい
る前記紙幣収納体に対し、前記収容部への装着の固定状態を維持させる、
　ことを特徴とする紙葉類処理装置。
【請求項２】
　前記記録部に不適切と鑑別された紙葉を繰出した情報が記録されていない前記紙葉収納
体に対し、前記収容部との固定機構の係合を解除する固定解除部と有することを特徴とす
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る請求項１に記載の紙葉類処理装置。
【請求項３】
　前記記録部に不適切と鑑別された紙葉を繰出した情報が記録されている前記紙葉収納体
に対し、抜取不可を示す報知を行う報知部を有することを特徴とする請求項１又は２に記
載の紙葉類処理装置。
【請求項４】
　前記不適切と鑑別される紙葉は、重送、斜行、折れ曲がり、破れ、及び汚れの付着のう
ち少なくとも一つを含む紙葉である　ことを特徴とする請求項２又は３に記載の紙葉類処
理装置。
【請求項５】
　前記紙葉は、紙幣であり、該紙幣に関する情報は、紙幣の金種、及び紙幣の収納枚数の
うち少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項２乃至４のいずれか１項に記載の紙葉
類処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、顧客等の操作者により操作され、操作に応じて紙葉類の払出し又は取り込み
を行う紙葉類処理装置および自動取引装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、銀行等の金融機関の店舗内に設置され、顧客等の操作者の操作に基づいて、入金
・出金等の紙葉類の受取り・払出しの取引を行う紙葉類処理装置および自動取引装置が普
及している。
【０００３】
　この紙葉類処理装置や自動取引装置により、紙幣を受取り、払出しを行うことにより、
入金取引、出金取引、振込振替取引等の金融機関における取引を行わせることができる。
　出金取引の場合は、操作者の指示により装置内に収納されている紙幣をローラ、ベルト
等の搬送機構を用いて投出口に搬送して顧客に払い出す。入金取引の場合は、操作者が投
出口に投入した紙幣を操作者の指示により装置内に取り込み、収納するようにしている。
【０００４】
　このような装置には、例えば、同一金種の紙幣収納カセットを複数設け、一方のカセッ
トの紙幣が少くなると、検知手段により検知され、表示器を点灯するとともに、他方のカ
セットに紙幣の繰出しを切替えるようにして、装置を停止させずに紙幣の補充を行うこと
により、支払い取引のノンストップ運用を図る紙幣自動支払装置が提案されている（例え
ば、特許文献１参照）。
【０００５】
　また、入金取引時に一括カセットのステージ上を空の状態にしておき、入金口から投入
されて鑑別部で入金可能と鑑別された紙幣を繰り出し集積機構によりステージ上に集積さ
せ、取引が承認された場合、繰り出し集積機構によりステージ上から紙幣を繰り出して鑑
別部で金種鑑別した後、金種に応じて金種別カセットに送って収納させるようにして、新
金種の紙幣の取扱を可能にすると共に、装置の小型化及び低価格化を図る紙幣入出金装置
が提案されている（例えば、特許文献２参照）。
【０００６】
　通常これらの紙葉取扱装置は、上記のように、紙幣の投入、払出しを行う入出金口、紙
幣の真偽、金種を鑑別する鑑別部、紙幣の表裏を整えるため表裏整列部、紙幣を収納する
紙幣収納体、紙幣を一時的に保持する一時保管部、紙幣収納体からから繰り出された紙幣
のうち鑑別部で正券として認められなかった紙幣を回収する不良券回収部を備えている。
【０００７】
　上記の各部の構成のうち紙幣収納体は複数備えられる場合が多いが、鑑別部、一時保管
部、表裏整列部、不良券回収部等は１個のみ備えられている場合が多い。
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　ところで、顧客が入金時に投出口に投入する紙幣に不良券が混入している場合は、投入
された全紙幣が一時保管部からそのまま投出口に排出され、不良券混入のため全額の紙幣
が返却されたことが顧客に通知される。
【０００８】
　このように、顧客が投出口に投入する紙幣に不良券が混入することは、ままあることで
、やむを得ない仕儀といえるが、行員によって予め紙幣が積載されて自動取引装置等の装
着部に装着された紙幣収納体から繰出される紙幣からも不良券が検出されることがある。
【０００９】
　この場合の不良券は、顧客が入金時に入金する正券でない不良券とは異なり大旨、計数
不能、金種鑑別不能、重送、斜行、異金種、角折れ連鎖、破れ、汚れ付着、等の不具合を
有する紙幣である。
【００１０】
　計数不能、金種鑑別不能、重送、斜行等は機械的に生じた不具合によるものであり、異
金種、角折れ連鎖、破れ、汚れ付着等は、行員による積載時の行員の見落としによるもの
である。
【００１１】
　ところで、紙幣収納体から繰出される紙幣からも不良券が検出された場合、その不良券
は不良券回収部に一括して回収され、後刻、行員によって手作業で精査される。
　また、不良券が特に計数不能、重送、角折れ連鎖等の場合、その不良券を繰出した紙幣
収納体から不良券が正確に何枚繰出されたのか不明であり、当該紙幣収納体内の現有紙幣
枚数が確定しなくなる。
【００１２】
　つまり、制御部で計数した最終結果を保守用操作パネル等で印刷又は表示させて調べよ
うとしても、その最終結果通りの枚数の紙幣が各紙幣収納体内に収納されているとは考え
られないから、最終結果と実際の枚数を付け合せるために、取引終了時間後に各紙幣収納
体に収納されている紙幣枚数を行員の手作業によって精査する必要があった。
【００１３】
　この場合、取引時間中に不良券を繰出した紙幣収納体と不良券を繰出さなかった紙幣収
納体との区別がつけば、不良券を繰出さなかった紙幣収納体については手作業による精査
を行うまでもなく制御部で計数した最終結果を適用できる。
【００１４】
　そして、不良券を繰出した紙幣収納体についてのみ手作業によって紙幣枚数を精査して
その合計と、不良券回収部に一括回収されている紙幣枚数と、制御部の記録から取得され
る他の取引枚数と、当初の総積載枚数とから、本日取引の清算を行うことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】特開平０５－１４３８２２号公報
【特許文献２】特開２００２－１０９６０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　しかしながら、特許文献１の従来技術は、紙幣残量の少なくなった紙幣収納庫（紙幣収
納体）を点灯により行員に報知することは記載されているが、不良券を繰出した紙幣収納
体を正常な紙幣収納体と弁別して点灯により行員に報知することに関しては、開示も示唆
もないという課題がある。
【００１７】
　また、特許文献２の従来技術は、一括カセット（紙幣収納体）に、紙幣の出入枚数のデ
ータを記憶すると共に扉の開閉履歴を記憶させる記憶部と、紙幣入出金装置本体と情報の
受け渡しを行う制御部を備えていることが記載されているが、不良券を繰出した紙幣収納
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体であるか否かを記憶部に記憶させることに関しては、開示も示唆もないという課題があ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記の課題を解決するために、本発明の紙葉類処理装置は、紙葉を投入又は放出する投
出部と、投入された上記紙葉及び放出するための紙葉を収納し、着脱自在に構成された複
数の紙葉収納体と、上記複数の紙葉収納体のいずれをも着脱自在な収容部と、上記投入さ
れた紙葉又は放出する紙葉を搬送する搬送路と、上記紙葉の回収又は補充時に、上記紙葉
収納体の上記収容部からの抜取を許可するとともに、他の紙葉収納体の上記収容部への装
着を許可する固定機構と、を有し、上記搬送路は、上記投出部から取込まれる又は上記投
出部に排出される上記紙葉が適切か不適切かを鑑別する鑑別部を有し、上記紙葉収納体は
、上記鑑別部にて不適切と鑑別された上記紙葉を繰出した上記紙葉収納体を特定する情報
を記録する記録部を有し、上記固定機構は、上記記録部に不適切と鑑別された紙葉を繰出
した情報が記録されている上記紙幣収納体に対し、上記収容部への装着の固定を維持させ
る、ように構成される。
【００２０】
この場合、例えば、上記記録部に不適切と鑑別された紙葉を繰出した情報が記録されてい
ない上記紙葉収納体に対し、上記収容部との固定機構の係合を解除する固定解除部と有す
るように構成され、また、例えば、上記記録部に不適切と鑑別された紙幣を繰出した情報
が記録されている上記紙葉収納体に対し、抜取不可を示す報知を行う報知部を有するよう
に構成される。
【００２１】
　上記不適切と鑑別される紙葉は、例えば、重送、斜行、折れ曲がり、破れ、及び汚れの
付着のうち少なくとも一つを含む紙葉である。また、上記紙葉は、紙幣であり、該紙幣に
関する情報は、紙幣の金種、及び紙幣の収納枚数のうち少なくとも一つを含むように構成
される。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、不良券を繰出した紙幣収納体を正常な紙幣収納体と弁別して行員に報
知すると共に異常な紙幣収納体を収容部に強制的に固定するので、装着部から抜出する際
に異常な紙幣収納体を見落とすことがないという効果を奏する。
【００２３】
　また、その異常な紙幣収納体のみを精査すればよいので保守作業の能率が向上するとい
う効果を奏する。また、紙幣に関する情報を紙幣収納体ごとに記憶するので、収容部から
抜取後、他の自動取引装置の収容部に装着した際もただちに正確な紙幣枚数の管理に寄与
することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の実施例１に係る紙葉取扱装置の顧客側から見たときの外観斜視図である
。
【図２】本発明の実施例１に係る紙葉取扱装置の内部の構成を示す断面図である。
【図３】本発明の実施例１に係る紙葉取扱装置の制御部の構成を簡略に示すブロック図で
ある。
【図４】本発明の実施例１に係る紙葉取扱装置の紙葉収納体の報知部と記憶部と固定係合
部の構成を簡略に模式的に示す図である。
【図５】本発明の実施例１に係る紙葉取扱装置の制御部において不良券を繰出した紙葉収
納体に対する処理を説明するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。
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【実施例１】
【００２６】
　図１は、本発明の実施例１に係る紙葉取扱装置の顧客側から見たときの外観斜視図であ
る。図１に示すように紙葉取扱装置１は、顧客が本体装置の前に立ったとき顧客が見下ろ
しながら簡単に操作できる一番手前の位置に、タッチパネル式表示装置からなる顧客操作
部２が表示画面を上向きに配置されている。
【００２７】
　その上方左右に分かれて、右に投出部としての紙幣投入取出部３が配置され、左に硬貨
投入取出部４が配置されている。更にそれらの上方には、右にカード挿入取出口５が配置
され、左に通帳挿入取出口６が配置されている。
【００２８】
　図２は、上記紙葉取扱装置１の内部の構成を示す断面図である。尚、図２に示す内部構
成は、図１の顧客操作部２の後方に配置されており、この内部構成の後方およそ１／２は
紙葉取扱装置１が配設されている壁の内側、つまり銀行の場合であれば銀行内部の作業領
域に配置されている。
【００２９】
　紙葉取扱装置１の内部には、図２に示すように、上方に、入出金部としての紙幣投入取
出部３を初めとして、一次保留部７、センサ出力検出部８、鑑別部９、不適格券収納部１
１、１２等の諸装置と、これらの諸装置を結ぶ矢印ａ、ｂ、・・・、ｐ、ｑ等で搬送方向
が示される主搬送路１０が配設されている。
【００３０】
　尚、図１に示した硬貨投入取出部４は、図２では紙幣投入取出部３よりも断面の手前側
に在るため見えない。また、硬貨投入取出部４に投入された又は払い出された硬貨の搬送
路その他の構成は本発明の要旨ではないので、ここでは図示及び説明を省略する。
【００３１】
　また、図２に示す主搬送路１０上には、特には図示しないが、紙幣の通過を検知する複
数の紙幣通過検知センサや紙幣投入取出部３内の紙幣の有無を検知する複数の紙幣有無検
知センサが配設されている。
【００３２】
　更に、主搬送路１０上には、搬送路を二方向に切り替える複数の搬送路切替器１５、搬
送路を三方向以上に切り替える複数の搬送路切替器１６等が配設されている。
　そして、この主搬送路１０の下方に、矢印ｒ、ｓ、ｔ、ｕ等で搬送方向が示される副搬
送路を備えた紙幣収納体収容部２０が配置されている。紙幣収納体収容部２０には、ロー
ラとガイドのみからなる簡単な構成の搬送機構２１を備えた複数の紙幣収納体２２（２２
ａ、２２ｂ）が着脱自在に装着されている。
【００３３】
　例えば、本体装置前方（図２では右方向）の４台の紙幣収納体２２ａには、その紙幣積
載部２３に、２台ごとに、それぞれ１００００円紙幣と１０００円紙幣が積載されて収容
されている。また、保守作業に容易な後方の２台の紙幣収納体２２ｂには、例えば、その
紙幣積載部２３に、それぞれ、１００００円紙幣と１０００円紙幣が積載され、更に装置
上部に、それぞれ払出しには不適切な紙幣を収納するリジェクト部２４が内蔵されている
。
【００３４】
　図３は、上記構成の紙葉取扱装置１の制御部の構成を簡略に示すブロック図である。図
３に示すように本体制御部２５は、内蔵の記憶装置としてＲＯＭ（Read Only Memory）２
６とＲＡＭ（Random Access Memory）２７を備え、外部記憶装置としてＨＤ(hard disk）
装置２８とＦＤ（floppy disk(登録商標))装置２９を備えている。
【００３５】
　ＲＯＭ２６には装置全体を制御するプログラムが格納されている。ＲＡＭ２７には、本
体制御部等で演算される途中経過データが一時的に記憶される。ＨＤ装置２８には長期保



(6) JP 5275869 B2 2013.8.28

10

20

30

40

50

管用のデータが格納され、ＦＤ装置２９には必要最低限のデータが格納されている。ＦＤ
装置２９は必要に応じて行員により着脱自在に取り出されて使用される。
【００３６】
　上記の途中経過データには、主搬送路１０により紙幣が搬送される都度その搬送経過が
記録され、長期保管用データ、必要最低限データのいずれにも、紙幣収納体２２毎の紙幣
の初期収容枚数、顧客から入金時の追加収容枚数合計、顧客へ出金時の繰り出し枚数合計
と不良紙葉の回収枚数合計が記憶（格納、記録）されている。
【００３７】
　また、本体制御部２５には、カードイメージリーダプリンタ部３１、通帳プリンタ部３
２、顧客操作制御部３３、搬送制御部３４、通信部３５が接続されている。カードイメー
ジリーダプリンタ部３１は、カードリーダ部３６、カードエンボス読取部３７、ジャーナ
ルレシートのプリンタ部３８を備えている。
【００３８】
　また、顧客操作制御部３３は、図１に示した顧客操作部２の表示画面を構成するカラー
ディスプレイ４１とタッチキーボード（タッチパネル）４２を備えている。また、搬送制
御部３４は、特には図示しないが、マイクロコンピュータ（ＭＰＵ）から成る制御部と、
搬送モータ部、ゲートマグネット部、パルスモータ部、ＤＣモータ部等を備えている。ま
た、この本体制御部２５には、図２に示したセンサ出力検出部８及び鑑別部９が接続され
ている。
【００３９】
　この本体制御部２５には、外部から電源４３が接続されており、本体制御部２５は、電
源４３から供給される電力により動作し、ＲＯＭ２６から読み出したプログラムに従い、
顧客からの指示入力に応じて、上記各部の動作を制御するとともに、本体制御部２５と交
信しつつ、顧客との取引を実行する。
【００４０】
　すなわち、搬送モータ部は、紙幣を搬送する図２に矢印ａ、ｂ、・・・、ｐ、ｑ等で示
した主搬送路の搬送ベルトを動作させる搬送モータを駆動制御する。
　ゲートマグネット部は、紙幣を搬送する搬送ベルトで構成される搬送路が二股以上に分
岐された部分で紙幣の搬送方向を切り換える複数の搬送路切替器１５や１６を駆動するゲ
ート用マグネットの切替駆動を制御する。主搬送路１０及び紙幣収納体収容部２０内には
、図２に示したように多数の分岐部があり各分岐部毎にゲート用マグネットが使用されて
いる。
【００４１】
　パルスモータ部は、紙幣投入取出部３、一次保留部７、各紙幣収納体２２に積載された
紙幣を一枚ずつ繰出すためのローラを回転させるパルスモータの回転を駆動制御する。
　ＤＣモータ部は、紙幣投入取出部３及び硬貨投入取出部４のシャッタを開閉するＤＣモ
ータの回転を駆動制御する。
【００４２】
　センサ出力検出部８は、主搬送路１０に設けられた紙幣通過検知センサや紙幣投入取出
部３に設けられた紙幣有無検知センサの出力を検知して、紙幣の通過や紙幣の有無を検出
する。
【００４３】
　これらの紙幣通過検知センサや紙幣有無検知センサセンサは、光学式センサであり、発
光素子及び受光素子を備え、発光素子は常時または適時発光し、受光素子は発光素子が発
光した光を受光する。この発光素子と受光素子の間を紙幣が通過し又は積載されて遮る。
【００４４】
　この紙幣の発光素子と受光素子間の有無により、受光素子が受光する受光量が変化する
。この受光量を電気信号に変換し、電気信号の強弱で出力し、この電気信号により、紙幣
の有無（通過中、残存中）を検出するものである。
【００４５】
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　鑑別部９は、紙幣の真偽、破損状況、汚れ状況、折れ曲がり状況、金種、表裏等、紙幣
の状況を光学的、磁気的に鑑別するものである。光学的には光学ラインセンサ、磁気的に
は磁気ラインセンサが使用される。
【００４６】
　図４は、上記の実施例１に係る紙葉取扱装置１の紙幣収納体２２の報知部と記憶部と固
定係合部の構成を簡略に模式的に示す図である。図４に示す報知部４４には、例えば赤色
発光のＬＥＤ（light emitting diode）が用いられる。紙幣収納体２２が正常であるとき
は消灯され、異常であるときは点灯される。
【００４７】
　記憶部４５は、例えばＥＥＰＲＯＭ(electrically erasable programable ROM) 等から
なり、紙幣収納体２２が紙幣収納体収容部２０に装着されたとき、報知部４４と共に、不
図示のハーネス介して、図３に示した通信部３５に接続される。
【００４８】
　尚、ＥＥＰＲＯＭとハーネスに代えて、ＲＦＩＤ（radio frequency identification）
用タグを紙幣収納体２２側に取り付け、紙幣収納体収容部２０側にリーダライタを配設す
るようにしてもよい。
【００４９】
　この紙幣収納体２２の紙幣積載に支障をきたさない位置に、固定係合部４６が形成され
ている。この固定係合部４６は、紙幣収納体収容部２０側の固定機構４７のフック部４８
のフック爪４９に係合するための切り欠き部によって形成されている。
【００５０】
　固定機構４７は、回動部５１によりフック部４８の回動支点に一端を固定された回動駆
動杆５２、この回動駆動杆５２の他端に係合して、回動駆動杆５２の軸に直交する方向に
進退するピストン５３を備えたソレノイド５４と、回動部５１に対しフック爪４９の反対
側となるフック部４８の端部に一端を係止し他端を紙幣収納体収容部２０の不図示のフレ
ームに係止した引き螺旋バネ５５を備えている。
【００５１】
　この引き螺旋バネ５５は、回動部５１に対しフック爪４９の反対側となるフック部４８
の端部を、常に矢印Ａで示す鉛直下方に付勢している。
　これにより、ソレノイド５４がオフでピストン５３が自由解放されているときは、回動
駆動杆５２の下端に外力が加わっていないので、回動駆動杆５２から回動部５１に作用す
る力は存在しない。このため、フック部４８は引き螺旋バネ５５の矢印Ａ方向への引き付
勢力により、回動部５１を支点にして図の時計回り方向に回動するよう付勢される。
【００５２】
　これにより、本体制御部２２からソレノイド５４に電流が流されず、ソレノイド５４が
オフとなっているときは、フック部４８のフック爪４９が紙幣収納体２２の固定係合部４
６に係合して、紙幣収納体２２を紙幣収納体収容部２０に強制的に固定している。つまり
、紙幣収納体２２は紙幣収納体収容部２０からの抜取を禁止されている。
【００５３】
　他方、本体制御部２２からソレノイド５４に電流が流されて、ソレノイド５４がオンす
ると、ピストン５３がソレノイド５４内に引き込まれるため、回動駆動杆５２の下端が矢
印Ｂで示すように回動する。
【００５４】
　これにより、回動駆動杆５２の上端の回動部５１が反時計回り方向に回動する。この回
動により、フック部４８が引き螺旋バネ５５の付勢力に抗して反時計回り方向に回動し、
フック部４８のフック爪４９が、矢印Ｃのように回動して紙幣収納体２２の固定係合部４
６から外れ、紙幣収納体２２の強制的固定が解除され、紙幣収納体収容部２０からの抜取
が可能となる。
【００５５】
　本例の紙葉取扱装置１における以上のような構成において、その基本動作を再び図１～
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図３用いて説明する。
　先ず、入金取引時には、顧客により顧客操作部２で入金取引が選択された後、カード挿
入取出口５にカードが挿入され、その挿入されたカードの正当性が確認された後、紙幣投
入取出部３への紙幣の入金が可能となる。
【００５６】
　この入金では、紙幣投入取出部３のシャッタが開放されて（図１はシャッタが閉じてい
るときの状態）、顧客による紙幣投入取出部３への紙幣の投入が可能な状態となる。顧客
が紙幣投入取出部３に紙幣を投入し、投入が終了したことを、顧客操作部２の表示画面に
表示されている所定の釦をタッチ操作して本体制御部２５に通知すると、シャッタが閉鎖
される。
【００５７】
　続いて、いま紙幣投入取出部３に投入された紙幣が、矢印ａ、ｈ、ｂ、ｃで示す順に搬
送路を搬送されて鑑別部９に搬入される。紙幣は鑑別部９を通過しながら鑑別される。す
なわち、紙幣の真偽、破損状況、汚れ状況、折れ曲がり状況、金種、表裏等、紙幣の状態
に対する鑑別が行われる。
【００５８】
　鑑別結果に異常が無い紙幣は、矢印ｄ、ｅで示す順に搬送路を搬送されて一旦一次保留
部７に積載される。そして、鑑別処理が終了し、一枚でも鑑別結果に異常があれば、一次
保留部７から、矢印ｆ、ｈ、ｂ、ｃ、ｄ、ｑで示す順に搬送路を搬送されて、投入紙幣全
額が紙幣投入取出部３に返却される。なお、この際、紙幣は鑑別部９を通らずに紙幣投入
取出部３まで搬送される。
【００５９】
　また、鑑別処理が終了し、一枚も鑑別結果に異常が無ければ、一次保留部７から、矢印
ｆ、ｈ、ｂで示す順に搬送路を搬送される。ここで、紙葉取扱装置１や自動取引装置等の
ＡＴＭは、顧客からの入金では全ての金種を受け入れるが、顧客への払い出しでは１００
００円券と１０００円券だけである。
【００６０】
　なお、顧客が５０００円券又は２０００円券の払い出しを望む場合は、換金専用の装置
に所望の金額の他の紙幣を投じて、５０００円又は２０００円の金種と枚数を指定し、払
出口から受け取るようになっている。
【００６１】
　つまり、紙葉取扱装置１や自動取引装置等のＡＴＭから、５０００円券又は２０００円
券を顧客に払い出すことはない。したがって、上記搬送中の紙幣が、５０００円又は２０
００円の紙幣であるときは、次回顧客へ払い出すリサイクル紙幣としては使えないリサイ
クル不適格券である。
【００６２】
　そして、この場合は、例えば５０００円紙幣の場合は矢印ｎの搬送路から不適格券収納
部１１に収納される。また、例えば２０００円紙幣の場合であれば、不適格券収納部１２
に収納される。
【００６３】
　なお、不適格券収納部に収納される紙幣を２０００円券、５０００円券として説明した
が、これに限るものではなく、例えば、１００００円券を収納することとすることも可能
であり、運用にあわせて適時設定することが可能である。
【００６４】
　また、矢印ｆ、ｈ、ｂで示す搬送路を搬送中の紙幣が、最も多く取り引きされる１００
００円紙幣の場合は、次回顧客へ払い出すリサイクル紙幣として使用できる紙幣であるの
で、矢印ｃ、ｄ、ｉ、ｊで示す搬送路を経て、１００００円券用の所定の紙幣収納体２２
ａに取込まれる。また、１０００円券の場合も同様に同様の搬送路を経て紙幣収納体２２
ａに取込まれる。
【００６５】
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　左方の紙幣収納体２２ｂへ取込む場合は、矢印ｎ、ｏ、ｕで示す搬送路を経て左端の紙
幣収納体２２ｂに、又は矢印ｎ、ｏ、ｐで示す搬送路を経て隣の紙幣収納体２２ｂに取込
まれる。
【００６６】
　また、出金取引時には、顧客により顧客操作部２で出金取引が選択された後、カード挿
入取出口５にカードが挿入され、更に顧客操作部２が表示画面から暗証番号が入力され、
カード及び暗証番号の正当性が確認されると、顧客によって指定された金額の紙幣が、６
個の紙幣収納体２２（２２ａ、２２ｂ）のいずれかの紙幣収納体から紙幣投入取出部３に
払い出される。
【００６７】
　右端の紙幣収納体２２ａから払い出される場合は、矢印ｓ、ｋ、ｍ、ｖ、ｃ、ｄ、ｑで
示す搬送路を経て紙幣投入取出部３に払い出される。他の３台の紙幣収納体２２ａの場合
も同様に、矢印ｋ、ｍ、ｖ、ｃ、ｄ、ｑで示す搬送路を経て紙幣投入取出部３に払い出さ
れる。
【００６８】
　また、左方の紙幣収納体２２ｂから払い出される場合は、矢印ｔ、ｐ、ｍ、ｖ、ｄ、ｑ
で示す搬送路を経て紙幣投入取出部３に払い出される。その右隣りの紙幣収納体２２ｂの
場合も、同様に、繰り出された紙幣は矢印ｍ、ｖ、ｄ、ｑで示す搬送路を経て紙幣投入取
出部３に払い出される。
【００６９】
　ここで、本例の紙葉取扱装置１の特徴である紙幣収納体２２から繰り出された紙幣に、
払い出しに不適合な紙幣（以下、不適合紙幣という）があった場合の処理方法について説
明する。
【００７０】
　通常、紙幣収納体には予め外観が良品の紙幣のみを積載しているはずであるが、繰り出
し時に重送が発生する場合がある。また、紙幣の角に折れ目などが有ると連送が発生する
。いずれも紙幣投入取出部３に払い出すことはできないので不適合紙幣となる。
【００７１】
　また、紙幣収納体２２への紙幣積載時に見落としがあると、紙幣の一部に破れがあるも
のや極度な汚れが付着しているもの等が、良品の中に紛れ込んでいることがある。これら
は本来、予め行内で良品と交換しておくべきものであり、そのまま顧客に払い出すること
が出来ない紙幣であるから不適合紙幣となる。
【００７２】
　本例では、６個の紙幣収納体２２から繰り出された全ての紙幣を鑑別部９で不適合紙幣
であるか否かを鑑別し、適合紙幣であれば上述したように紙幣投入取出部３に払い出し、
不適合紙幣であれば、矢印d、i、j、ｋ、ｍ、ｎ、ｏ、ｗで示す搬送路を経て左端の紙幣
収納体２２ｂのリジェクト部２４、又は矢印d、i、j、ｋ、ｍ、ｎ、ｏ、ｐで示す搬送路
を経て右隣の紙幣収納体２２ｂのリジェクト部２４に回収される。
【００７３】
　本体制御部２５では、常に搬送制御部３０から搬送の詳細な通知を受けており、その通
知された搬送の詳細はＲＡＭ２７又はＨＤ装置２５に格納（記録、記憶）されている。
　この搬送の詳細には、紙幣収納体２２ごとの記憶部４５から読み出された紙幣収納体２
２ごとの紙幣の初期積載枚数、その後の繰り出し（出金）枚数、繰り込み（入金）枚数、
不適合紙幣の繰り出しの有無の記録が含まれている。
【００７４】
　本体制御部２５は、ＲＡＭ２７又はＨＤ装置２５に格納されている搬送の詳細を読み出
して、不適合紙幣を繰り出した紙幣収納体２２に対する保守管理を行う。以下、これにつ
いて説明する。
【００７５】
　図５は、上記の実施例１に係る紙葉取扱装置１の本体制御部２５において不良券（不適
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合紙幣）を繰出した紙幣収納体２２に対する処理を説明するフローチャートである。
　図５において、収納部セット（ステップＳ１）の処理は、行員が所望の紙幣収納体２２
を紙幣収納体収容部２０に装着する手順を示している。
【００７６】
　次に、収納部記憶部（ステップＳ２）の処理は、上記の装着によって本体制御部２５に
接続された紙幣収納体２２の記憶部４５から、自己紙幣収納体２２に積載されている紙幣
の金種や枚数情報等を本体制御部２５に通知する手順を示している。
【００７７】
　そして、制御部（ステップＳ３）の処理では、各紙幣収納体２２ごとに、ＲＡＭ２７又
はＨＤ装置２５に格納されている搬送の詳細に基づいて、繰り出した紙幣から不良券が発
生した、又は紙幣繰り出しにジャムその他のエラーが発生したか否かの調査が行われる。
　　　
【００７８】
　そして、不良券の発生やエラーの発生が無い紙幣収納体２２に対する処理と、不良券の
発生やエラーの発生が有った紙幣収納体２２に対する処理とに分かれて保守処理が行われ
る。
【００７９】
　先ず、図５の左に示す不良券の発生やエラーの発生が無い紙幣収納体２２に対する処理
では、ＬＥＤ消灯（ステップＳ４）の処理で、図４に示す報知部４４の消灯が指示される
。続いてロック用ソレノイドＯＮ（ステップＳ５）の処理で、図４に示すソレノイド５４
に電流印加の指示が出されて、ソレノイド５４がオンする。
【００８０】
　これにより、図４でも述べたように、ソレノイド５４がオンすると、ピストン５３がソ
レノイド５４内に引き込まれ、回動駆動杆５２の下端が矢印Ｂで示すように回動し、回動
部５１が反時計回り方向に回動し、フック部４８のフック爪４９が矢印Ｃのように回動し
て、紙幣収納体２２の強制的固定が解除され、紙幣収納体収容部２０からの抜取が可能と
なる。
【００８１】
　また、これと同時に、本体制御部２５からの収納部記憶部（ステップＳ６）の処理では
、ＲＡＭ２７又はＨＤ装置２５に格納されている搬送の詳細に基づいて、紙幣収納体２２
の記憶部４５に、現在の紙幣の枚数情報等が、本体制御部２５によって書き込まれる。
【００８２】
　このように報知部４４が消灯された紙幣収納体２２には、取引中に不良券の発生やエラ
ーの発生が無いので、紙幣の回収や補充の保守作業を行う行員は、単に紙幣収納体２２を
紙幣収納体収容部２０から抜取して紙幣の回収や補充の保守作業を行うだけでよく、内部
の紙幣積載量を手作業で改める必要がなく、作業能率が向上する。
【００８３】
　次に、図５の右に示す不良券の発生やエラーの発生が有った紙幣収納体２２に対する処
理について説明する。この処理では、先ず、ＬＥＤ点灯（ステップＳ７）の処理で、図４
に示す報知部４４の点灯が指示される。
【００８４】
　続いて、ロック用ソレノイドＯＦＦ（ステップＳ８）の処理で、図４に示すソレノイド
５４への通電停止の指示が出されて、ソレノイド５４がオフする。図４でも述べたように
、ソレノイド５４がオフすると、ピストン５３がソレノイド５４から開放され、回動駆動
杆５２の下端がソレノイド方向への引力から開放され、フック部４８の右端部が引き螺旋
バネ５５の引き付勢力で下方に引き下げられて、フック部４８が回動部５１を支点にして
時計回り方向に回動し、フック爪４９が矢印Ｃの反対方向に回動して、紙幣収納体２２の
固定係合部４６に図４に示すように係合する。
【００８５】
　これにより、紙幣収納体２２が紙幣収納体収容部２０に強制的に固定され、紙幣収納体
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２２を紙幣収納体収容部２０から抜取することが出来なくなる。
　また、これと同時に、本体制御部２５からの収納部記憶部（ステップＳ９）の処理では
、ＲＡＭ２７又はＨＤ装置２５に格納されている搬送の詳細に基づいて、紙幣収納体２２
の記憶部４５に、エラーが発生したこと、そのエラーの内容等のエラー情報と、現在の紙
幣の枚数情報等が、本体制御部２５によって書き込まれる。
【００８６】
　しかし、この紙幣の枚数情報が正確であるとは考えられがたいことは前述した。紙幣の
回収や補充の保守作業を行う行員が、エラーの発生を報知する報知部４４が点灯されてい
るにも拘わらず誤ってその紙幣収納体２２を紙幣収納体収容部２０から抜取しようとして
も、紙幣収納体２２が紙幣収納体収容部２０に強制的に固定されているので抜取すること
は出来ない。
【００８７】
　これにより、行員はエラーが発生した紙幣収納体２２であることを再確認することがで
きる。そこで、行員は紙葉取扱装置１の後方（事務所内側）に配設されている不図示の保
守用操作パネル等からの入力で、エラーが発生した紙幣収納体２２の精査を本体制御部２
５に指示する。
【００８８】
　そこで、本体制御部２５は、カセット内精査（ステップＳ１０）の処理で、エラーが発
生した紙幣収納体２２の紙幣枚数の精査を行う。この精査では、当該エラー発生紙幣収納
体２２の紙幣を繰り出して鑑別部９で鑑別しながら計数し、予め紙幣収納体収容部２０の
他の装着位置に装着されている、紙幣積載部２３が空となっている紙幣収納体２２に収納
していく。
【００８９】
　そして、エラー発生紙幣収納体２２の紙幣を全て繰り出して、鑑別部９での計数で枚数
が確認された紙幣が、空の紙幣積載部２３に収納されていた紙幣収納体２２から繰り出さ
れて、エラー発生が記録されている元の紙幣収納体２２に繰り込まれて収納される。
【００９０】
　この精査が終了すると、ＬＥＤ消灯(ステップＳ１１）の処理で、図４に示す報知部４
４の消灯が指示される。続いてロック用ソレノイドＯＮ（ステップＳ１２）の処理で、図
４に示すソレノイド５４に通電の指示が出されて、ソレノイド５４がオンする。
【００９１】
　これと同時に、本体制御部２５からの収納部記憶部（ステップＳ１３）の処理では、Ｒ
ＡＭ２７又はＨＤ装置２５に格納されている先の精査の搬送情報を含む搬送の詳細に基づ
いて、紙幣収納体２２の記憶部４５に、先に書き込まれているエラー情報は履歴としてそ
のまま残し、上記の精査によって取得された正しい紙幣枚数や金種等の情報を、先の不確
定な枚数等の情報に上書きして書き変える。
【００９２】
　行員は報知部４４の消灯を見て、エラー発生紙幣収納体２２の精査が完了したことを確
認し、必要に応じて保守用操作パネルから指示入力して、当該紙幣収納体２２の記憶部４
４５に新たに記憶されている紙幣枚数や金種を保守用操作パネルの表示装置に表示させて
又は印刷出力させて、確認することができる。
【００９３】
　この場合も、報知部４４が消灯された紙幣収納体２２は、先の取引中での不良券の発生
やエラーの発生の履歴は残るものの、収容されている紙幣の枚数や金種は精査によって正
確であるので、紙幣の回収や補充の保守作業を行う行員は、単に紙幣収納体２２を紙幣収
納体収容部２０からの抜取して紙幣の回収や補充の保守作業を行うだけでよく、内部の紙
幣積載量を手作業で改める必要がなく、作業能率が向上する。
【産業上の利用可能性】
【００９４】
　本発明は、銀行、コンビニエンスストア、空港や駅の構内に設置されるＡＴＭ機（auto
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mated teller [telling] machine：現金自動預け払い機）等の紙葉類処理装置および自動
取引装置に利用することができる。
【符号の説明】
【００９５】
　　１　紙葉取扱装置
　　２　顧客操作部
　　３　紙幣投入取出部（投出部）
　　４　硬貨投入取出部
　　５　カード挿入取出口
　　６　通帳挿入取出口
　　７　一次保留部
　　８　センサ出力検出部
　　９　鑑別部
　　ａ、ｂ、・・・、ｐ、ｑ　主搬送路搬送方向
　　ｒ、ｓ、ｔ、ｕ　副搬送路搬送方向
　１０　主搬送路
　１１、１２　不適格券収納部
　１５、１６　搬送路切替器
　２０　紙幣収納体収容部
　２１　搬送機構
　２２（２２ａ、２２ｂ）　紙幣収納体
　２３　紙幣積載部
　２４　リジェクト部
　２５　本体制御部
　２６　ＲＯＭ（Read Only Memory）
　２７　ＲＡＭ（Random Access Memory）
　２８　ＨＤ(hard disk）装置
　２９　ＦＤ（floppy disk(登録商標))装置
　３１　カードイメージリーダプリンタ部
　３２　通帳プリンタ部
　３３　顧客操作制御部
　３４　搬送制御部
　３５　通信部
　３６　カードリーダ部
　３７　カードエンボス読取部
　３９　ジャーナルレシートのプリンタ部
　４１　カラーディスプレイ
　４２　タッチキーボード（タッチパネル）
　４３　電源
　４４　報知部
　４５　記憶部
　４６　固定係合部
　４７　固定機構
　４８　フック部
　４９　フック爪
　５１　回動部
　５２　回動駆動杆
　５３　ピストン
　５４　ソレノイド
　５５　引き螺旋バネ
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